
当院は、以下の手術についての施設基準を満たしていることを、

関東信越厚生局長に届け出ています。 

 

１．人工関節置換術  【年間手術件数３３件】 

（股関節１２件・膝関節２２件） 

２．靭帯断裂形成手術  【年間手術件数２３件】 

３．観血的関節受動術  【年間手術件数１件】 

≪期間：令和５年 1月１日～令和５年１２月３１日≫ 

 

※ 手術内容等についてご不明な点は、お気軽に主治医まで 

お尋ねください。 

医療法人 雨宮病院   院長 雨宮雷太 


